
別　紙
障害者支援施設　ローゼンヴィラ藤原　　【生活介護（多機能型）】

令和8年6月1日

金　額

市町村から給付
を受けている方

昼食　３３９円

市町村から給付
を受けていない
方

昼食　５８１円

食事会 ﾒﾆｭｰに応じた追加料金

行事食 施設内行事にて、行事にちなんだ食事を提供いたします。 ﾒﾆｭｰに応じた追加料金

１０７６円×時間数
＋

燃料費（￥10／km)

１枚　１０円

１件３００円

１件８００円

燃料費（￥10／km)

サービスの種類 内　　　　　容

付き添いサービス

特別メニュー

やむを得ない理由によりご利用者やご家族が関係機関への事務手続きを行う
ことが困難であると施設が認めた場合は､施設が代行しても差し支えない範囲
で手続きをいたします。（住民票などの変更手続き等）

複写物交付サービス

季節感を盛り込んだお食事を提供いたします。

やむを得ない理由によりご家族等による付き添いができないと施設が認めた
場合は、その代行を行います。

上記以外の施設が証明可能な書類等が必要な場合にご相談ください。
（自動車税減免申請書や支払証明書等）

施設の資料、その他書類等を複写する場合、施設の複写機をご利用いただけ
ます。複写物や複写枚数によっては対応できない場合もありますので、ご相
談ください。

サービス利用料金表

②介護給付費の給付対象外のサービス

①介護給付費の給付対象となるサービス

介護給付費の給付額を除いた金額（日額）を、当該利用月の利用日数分お支払いいただきます。ただし「障害福祉サービス受給者
証」に記載されている「利用者負担上限月額」が当該利用月の上限額となります。なお、介護給付費の給付対象となるサービスの詳
細は、サービス利用料金表の別紙「介護給付費の対象となるサービスの内訳」をご覧ください。

各種証明書交付サービス

在籍証明書や利用証明書など、施設が証明可能な書類等が必要な場合に、
ご相談ください。

食　　　　費
施設で召し上がったお食事の代金をお支払いいただきま
す。（市町村から給付される額を除いた費用をお支払いい
ただきます。）

事務手続等代行サービス

障害者支援施設　ローゼンヴィラ藤原



サービス利用料金表の別紙
障害者支援施設　ローゼンヴィラ藤原　　【生活介護（多機能型）】

令和8年6月1日

サービスの種類 金　額

　区分６ 1,256円/日

　区分５ 875円/日

　区分４ 607円/日

利用者負担上限管理 161円

所要時間１時間
未満の場合

201円

所要時間１時間
以上の場合

301円

利用初期の支援 33円

欠席時の支援 101円

栄養スクリーニング加
算

6円

栄養改善加算 215円

食事提供体制加算 33円

加算の種類 内　　　　容 該当する加算 金　額

区分５若しくは６に該当する方、若しくはこれに準じる方がご利用者の合計人数
の６割以上であり、生活支援員（ｹｱｽﾀｯﾌ・看護師・機能訓練指導員等の支援職
員）の総数が前年度の利用者数を1.5で除して得た数以上の配置をしている場
合。（ご利用者1.5人：生活支援員1人の割合の配置）

該当します 345円/日

区分５若しくは６に該当する方、若しくはこれに準じる方がご利用者の合計人数
の６割以上であり、生活支援員（ｹｱｽﾀｯﾌ・看護師・機能訓練指導員等の支援職
員）の総数が前年度の利用者数を1.7で除して得た数以上の配置をしている場
合。（ご利用者1.7人：生活支援員1人の割合の配置）

285円/日

区分５若しくは６に該当する方、若しくはこれに準じる方がご利用者の合計人数
の５割以上であり、生活支援員（ｹｱｽﾀｯﾌ・看護師・機能訓練指導員等の支援職
員）の総数が前年度の利用者数を2.0で除して得た数以上の配置をしている場
合。（ご利用者2.0人：生活支援員1人の割合の配置）

195円/日

生活支援員（ｹｱｽﾀｯﾌ・看護師・機能訓練指導員等の支援職員）の総数が前年度の
ご利用者の数を2.5で除して得た数以上の配置をしている場合。
（ご利用者2.5人：生活支援員1人の割合の配置）

55円/日

常勤で配置されている「生活支援員（ｹｱｽﾀｯﾌ・看護師・機能訓練指導員）」のう
ち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である職員の割合
が３.5割以上の場合。

16円/日

常勤で配置されている「生活支援員（ｹｱｽﾀｯﾌ・看護師・機能訓練指導員）」のう
ち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である職員の割合
が2.5割以上の場合。

11円/日

生活支援員として配置されている職員の割合が7.5割以上。または生活支援員と
して常勤で配置されている職員のうち、３年以上従事している職員の割合が３割
以上の場合。

該当します 7円/日

（イ）総単位数の
9.3%

該当します
（ロ）総単位数の

9.7%

（イ）総単位数の
9.2%

（ロ）総単位数の
9.6%

加算（Ⅲ）  介護職員等に対し、加算（Ⅲ）に求められるキャリアパス要件及び
職場環境等要件（※1）を満たし処遇改善を行っている場合

総単位数の
7.9%

加算（Ⅳ）  介護職員等に対し、加算（Ⅳ）に求められるキャリアパス要件及び
職場環境等要件（※1）を満たし処遇改善を行っている場合

総単位数の
6.7％

介護給付費の対象となるサービスの内訳（個別の利用状況）

個別の利用状況等により、金額が設定されています。

介護給付費の給付対象となるサービスの内訳（施設の体制）

内　　　　容

障害支援区分に基づく１
日あたりの利用料金

（多機能型　生活介護）

利用を開始した日から起算して30日以内の期間は右記の料金をお支払いいただきます。

※厚生労働省令に基づき、施設の定員に応じて金額が設定されております。

　　　  要件。加算ごとに要件が異なります。

（※1）研修の実施、介護福祉士等の配置、賃金体系の整備、業務改善の取り組み等、（Ⅰ）～（Ⅳ）の加算ごとに定められた

個別支援計画に基づいて、職員がご自宅を訪問しご利用にかかわる相談援
助等を行った場合は、1月につき2回を限度として右記の金額をお支払い
いただきます。

施設の体制等により、金額が設定されています。

訪問支援

ご利用される方の栄養状態について確認（利用開始及び利用中6月ごと）を行い、栄養状
態に関する情報を担当する相談支援専門員に提供した場合に右記の金額をお支払いいただ
きます。

人員配置体制加算

利用を予定していた日に、急病等によりお休みされた場合、職員がご利用についての連絡調整を行
うとともに、引き続きご利用を頂くよう相談援助等を行った場合、1月につき4回を限度として右記
の金額をお支払いいただきます。

障害福祉サービス受給者証に記載されている「食事提供体制加算対象者」に該当する方が食事サー
ビスを利用された場合に1食につき右記の金額をお支払いいただきます。

福祉専門職員配置等加算

介護職員等処遇改善加算

① 当事業所が管理を行っている方で、当事業所と他事業所をご利用された場合
② 当事業所が管理を行っている方で、当事業所のご利用が無く他の事業所をご利用された場合
①②に該当された場合、右記の金額をお支払いいただきます。

「障害福祉サービス受給者証」に記載する障害支援区分に基づき、右記の
料金をお支払いいただきます。
※右記料金は定員5名以下でサービス提供時間が5時間以上6時間未満
　の場合。その他の提供時間及び区分別の金額は別添資料参照。

ご利用される方に栄養状態のリスクがあり、管理栄養士が中心となって栄養ケア計画に基
づき栄養改善サービスの提供を行った場合に右記の金額をお支払いいただきます。

（多機能型　生活介護）

加算（Ⅰ）  介護職員等に対し、加算（Ⅰ）に求められるキャリアパス要件及び
職場環境等要件（※1）を満たし処遇改善を行っている場合

加算（Ⅱ）  介護職員等に対し、加算（Ⅱ）に求められるキャリアパス要件及び
職場環境等要件（※1）を満たし処遇改善を行っている場合



令和8年6月1日

サービス利用料金別紙①別添資料
提供時間ごとの基本報酬

※金額は1日当たりの利用料金

¥379 ¥454 ¥532 ¥740 ¥758 ¥823

¥995

¥416 ¥499 ¥583 ¥811 ¥832 ¥899

¥466 ¥907 ¥930

¥1,860

¥671 ¥805 ¥939 ¥1,307 ¥1,342 ¥1,408

¥1,747¥1,256

区分３

区分2以下

¥718

¥537

¥373

¥333

¥304

サービス提供時間

6時間以上
7時間未満

7時間以上
8時間未満

¥558

区分６

区分５

区分４

¥897 ¥1,077 ¥1,794

  ※　サービス提供時間は、個別支援計画に定める「標準的なサービス時間」に基づきご請求致します。
　  　 網掛け部分は施設の標準的なサービス提供時間を示しています。

8時間以上
9時間未満

¥652

（定員5人以下） 3時間未満
3時間以上
4時間未満

4時間以上
5時間未満

5時間以上
6時間未満


